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１．本日の研修会の位置づけ

本日の研修会は、活動期間内（５年間）に１回以上の受
講が必須となっている、
農地維持活動の「事務・組織運営の研修」と
資源向上活動（共同）の「機能診断・補修技術等」に該

当します。
なお、平成２８年度、あるいは29年度に一旦完了し、平

成２９年度、あるいは30年度に新たに活動計画書を市役
所に提出された組織も、新たに活動期期間内（５年間）に１
回以上の受講が必須になります。

本日参加したことを記入例を参考に記載してください。
(1)活動記録（様式第１－６号）
(2)実施状況報告書（様式１－８号）
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２

(1)活動記録（様式第１－６号）の記入例

本日の研修会は、農地維持支払交付金の「事務・組織運営の研修」と
資源向上（共同）の「機能診断・補修技術等の研修」に該当します。
この欄にチェックをしてください。

拡
大



３

(2)実施状況報告書（様式１－８号 別紙の１枚目）

《記入例》

本日の研修会は、(1)農地維持支払交付金の「事務・組織運営の研修」に該
当します。計画欄と実施欄共に「〇」をし、備考欄に「2/16 第2回農村まる
ごと保全技術研修会受講」と記入してください。



４

(2)実施状況報告書（様式１－８号 別紙の2枚目）

《記入例》

本日の研修会は、(2)資源向上支払交付金の「機能診断・補修技術等の研修」
に該当します。前ページと同様、計画欄と実施欄共に「〇」をし、備考欄に
「 「2/16 第2回農村まるごと保全技術研修会受講」と記入してください。



２．農村まるごと保全向上対策について

５

①農業・農村を取り巻く現状

近年の農業・農村では

◆過疎化、少子化、高齢化の進行

◆農業者と非農業者の混住化

◆鳥獣被害の拡大による生産意欲の減退

◆TPP参加による将来への不透明感

等の要因により農業従事者（後継者）の減少

↓

農用地や水路、道路などの地域資源の昔のよ
うなきめ細やかな保全が難しくなっている。



６

②農業・農村の有する多面的機能

田畑は米などの農産物を供給する以外に

◆水田が大雨を一時的に貯留することによる洪

水調整機能

◆水分を湛えることで暑さを和らげる機能

◆多様な生物の棲息場所を提供する機能

◆豊かな景観が訪れる人に癒やしを与える機能

◆農村独自の文化を継承する機能

このような機能（多面的機能）は、農業者だ
けではなく都市住民を含め国民全体に恩恵を与
えています。



７

③非農業者を含む地域全体で地域資源を守る取組

◆農地や農業用水などの資源を、琵琶湖にも配慮

しながらきちんと管理します。

◆豊かな生態系や心なごむ田園景観を育みます。

◆子どもたちから高齢者まで、みんなが活き活き

と暮らす農村の実現を目指します。

◆農村を県民共有の財産とします。

↓

平成１９年度から始まった、「世代をつなぐ
農村まるごと保全向上対策」（滋賀県の呼称）

全国的には、「多面的機能支払交付金」と呼
ばれています。



８

④世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策の特徴

◆取り組み面積に応じて活動資金の交付。

◆内訳として、国費1/2、県費1/4、市町費1/4。

◆地元負担はないが交付金の使途に制限あり。

・使用目的は計画に基づく活動の実施のみ対象。

(農業に関係ない祭りや自治会活動は不可)

・計画書で定める、農用地や施設での活動のみ対象。

◆年度毎の実績報告と活動期間内に成果報告が必須。

↓

5年間の活動期間の途中で辞めたり、活動要
件を満たしていない場合は、交付金の「遡及返
還」（それまでの交付金もさかのぼって返還）
になります。



・当該活動組織は、平成19年度より活動を開始していましたが、平成24年
度から始まる第２期対策については、活動に取り組まないことを組織で決
定していました。

・平成24年度以降、集落の合意形成がないため、総会・役員会は開催されて
おらず、集落は第１期対策のみで事業は終了したと考えていました。

・しかし、役員が一人で活動計画書を提出して平成27年度まで交付金を受け
ていました。

・交付金の一部は水路補修工事費、草刈り機の刃の購入費などに使用し、残
りを現金で当該役員が保管していました。

・証拠書類が紛失しており、交付金の要件に合致しているかどうかや、個人
的使用等の流用は確認はできませんでしたが、虚偽報告や構成員の合意形
成がなされていないなど不適切な処理でした。

９

⑤交付金の不適切な執行例

一昨年、県内で交付金の不適切な執行が確認さ
れました。概要は次のとおりです。



再発防止策として、必ず次の事をお願いします。

・活動組織内での話し合い

・総会を毎年度1回以上開催

・総会の議決事項は構成員全員に周知（欠席者に書類送付）

・会計、監査報告を適切に実施

・日当や役員報酬額、支払い方法の構成員の合意

・領収書や日当の受領証明などの適切な整理

・毎年３月末に提出していただく、実施状況報告書に監査報
告書と総会資料（議事録）の写しを添付
総会が４月以降に開催されている活動組織は、前年の総会資
料を添付

・領収書等の証拠書類は、交付年度の翌年度から５年間の保管
が必要
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３．活動実施の注意点

①本対策の活動期間は、5年間が基準です。途中で活動を

やめる場合や活動要件を満たしていない場合は、交付金

の「遡及返還」になります。（それまでの交付金もさか

のぼって返還になります。）

②活動を実施できる（交付金の支出対象）のは認定農用地

内です。原則として、活動計画書に記載されていない場所

での交付金を用いての活動をすることは出来ません。

③活動計画書に基づいて毎年の活動計画を策定し、必須の

活動については毎年必ず実施してください。（天候等やむ

を得ない理由で必須活動が中止となった場合、代替活動を

行ってください。）

A．活動について

11

対象農用地
（交付金算定対象）

認定農用地



④「総会」の開催および「監査」は毎年確実に
実施し、議事録等を作成・保管してください。

また、総会の中で、下記の事項を構成員の方
に確認いただき書面で残すようにしてください。

・日当の支払いの可否とその単価

・役員報酬の支払いの可否とその金額

・年間活動計画と事業報告

・会計監査など交付金に関する決算事項

（監査報告書を総会資料に添付）
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⑤「地域資源の適切な保全管理のための推進活動」は、
必須活動です。各活動組織が活動計画書で下記の項目の
内から1項目以上選択した内容を、毎年確実に実施し、
活動内容の記録等を残してください。

□農業者（入り作農家、土地持ち非農家を含む）による検討会の開催
□農業者に対する意向調査、農業者による現地調査
□不在村地主との連絡体制の整備、調整、それに必要な調査
□地域住民等との意見交換会・ワークショップ・交流会の開催
□地域住民等に対する意向調査、地域住民等との集落内調査
□有識者等による研修会、有識者を交えた検討会の開催
□その他

⑥「研修」は５年間に１回以上、まるごと推進協議会や
市町等が開催する研修会を受講し、その内容を受講者以
外の構成員と情報共有してください。

□事務・組織運営の研修

□機能診断・補修技術等の研修
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➆先進地視察等を独自に実施される場合は、必
ず事前に市町にご相談ください。視察先や費用
負担が適切かどうか等、事前に確認させていた
だきます。

⑧専門的な技術が必要な作業や高所作業など危
険を伴う作業など、活動組織の共同活動で実施
が困難な場合は、専門業者に委託することが出
来ます。

委託費が10万円を超える場合は3者以上の見
積を取り、契約内容や責任の所在を明確にする
ため請書もしくは契約書を作成してください。
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⑨「地域資源保全管理構想」の作成
「地域資源保全管理構想」とは、それぞれの地域で守ってき

た農用地や水路、農道等の地域資源を将来にわたってどのように
引き継いで行けば良いのかを地域の皆さんで話し合い、今後の課
題や取り組むべき活動・方策について、活動期間中に構想として
とりまとめるものです。

その際、水田フル活用ビジョンや人・農地プランでまとめられ
た農業振興や担い手の育成・確保の方向を踏まえて、地域ぐるみ
で農地や水路等をどのように守っていくのか、話し合いを深めて
ください。

具体的には、「地域資源の保全管理のための推進活動」の実践
を通じて、５年間の活動期間の最終年に、今後の目指すべき保全
管理の姿、それに向けて取り組むべき活動・方策をとりまとめる
ものです。

総会等の場で構成員の皆さんの了承の上提出してください。

～地域資源保全管理構想の項目について～

１． 地域で保全管理していく農用地及び施設

２． 地域の共同活動で行う保全管理活動

３． 地域の共同活動の実施体制

４． 地域農業の担い手の育成・確保

５． 適切な保全管理に向けて取り組む活動・方策 15
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地域資源保全管理構想の記入例
活動組織が書類を

番号管理していなけ
れば不要です。



17

地域資源保全管理構想の記入例

転記

活動計画書（様式1-3号） 【H27新規地区は様式6-7号】
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１．地域で保全管理していく農用地及び施設

（１）農用地

田 １，３５６ａ(アール)

畑 １５０ａ(アール)

草地 ３０ａ(アール)

遊休農用地 ａ(アール)

転記
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（２）水路、農道、ため池

水路(開水路) ４．８７５km

水路(パイプライン) ２．３５６km

農道 ３．４６０km

ため池 ３ヶ所

転記
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（3）その他の施設

記入例）

鳥獣害防止柵 ２．５６０km

防風林 １．５４０km

揚水ポンプ ２台

など

前記（２）に記載以外に保全管理していく施設があれば記入して下さい。
今後新たに保全管理の対象とする予定の施設があれば記入して下さい。
無ければ、削除してください。（「（3）その他施設等」を削除）
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２．地域の共同活動で行う保全管理活動

（１）農用地について行う活動

記入例）

遊休農地等の発生状況、対象施設における泥の堆積状況等を点検し、毎年記録管理する。 4月

遊休農地発生防止のための保全管理等を実施する。（遊休農地の草刈り） 6月、9月

畦畔・農用地法面等の草刈り等を実施する。 6月、9月

活動計画書に記載した内容を転記
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（2）水路、農道、ため池について行う活動

記入例）

前項の農用地と同様、「水路」、「農道」、「ため池」について、

活動計画書に記載した内容を各々転記してください。

転記



（3）その他施設について行う活動

記入例）

鳥獣害防護柵：全線を点検しながら補修を行う。

防風林：倒木等がないか点検し必要に応じ抜根、枝打ち、補植を行う。

揚水ポンプ：毎年2月に試運転をし、保守点検を行う。

など・・・・

前述２１ページで、その他施設を記入した場合
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（3）その他の施設

記入例）

鳥獣害防止柵 ２．５６０km

防風林 １．５４０km

揚水ポンプ ２台

など
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3．地域の共同活動の実施体制

（１）組織の構成員、意思決定方法

①組織の構成員

記入例）

別添の構成員一覧表のとおり

活動計画書（様式1-3号）の別紙 H27新規地区は様式6-7号の別添2

いずれかを添付してください。
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②意思決定方法
記入例）

ａ 毎年、3月に役員会（代表、副代表、書記、会計で組

織）で活動（案）を作成し、4月の総会で構成員の了解

を得る。

ｂ 毎年、1月に役員会と構成員（構成団体）とで個別に話

し合いを行い、意見をまとめたうえで、総会に諮りその

年の活動内容を決定する。

活動組織で決めている方法を具体
的に記入してください。
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（2）構成員の役割分担

記入例）
① 農用地について行う活動

■集落営農組織
■担い手農家
□土地持ち非農家
■自作小規模農家
■非農家（一般住民）

② 水路、農道、ため池について行う活動
【水路 開水路】

■集落営農組織
■担い手農家
□土地持ち非農家
■自作小規模農家
■非農家（一般住民）

【水路 パイプライン】
■集落営農組織
■担い手農家
□土地持ち非農家
■自作小規模農家
■非農家（一般住民）

【農道】
■集落営農組織
■担い手農家
□土地持ち非農家
■自作小規模農家
■非農家（一般住民）

【ため池】
■集落営農組織
■担い手農家
□土地持ち非農家
■自作小規模農家
■非農家（一般住民）

③ その他施設について行う活動
ａ鳥獣害防止柵
□集落営農組織
□担い手農家
□土地持ち非農家
□自作小規模農家
□非農家（一般住民）
□その他（ ）

ｂ防風林
□集落営農組織
□担い手農家
□土地持ち非農家
□自作小規模農家
□非農家（一般住民）
□その他（ ）

ｃ揚水ポンプ
□集落営農組織
□担い手農家
□土地持ち非農家
□自作小規模農家
□非農家（一般住民）
□その他（ ）

続く

「その他の施設」の中で該当が無ければ、削除してください。
（「③その他施設について行う活動」を削除）
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4．地域農業の担い手の育成・確保

（１）担い手農家の育成・確保

記入例）

A．【既に人・農地プランを作成されている場合】

別添 平成○○年○○月作成の「人・農地プラン」のとおりと記載

し、「人・農地プラン」の写しを添付して下さい。

B．【人・農地プランを作成されていない場合】

地域で「人・農地プラン」を作成することで、地域の担い手となる

中心経営体を定める。

＜既存集落営農組織がある場合＞（いずれか選択）

・既存集落営農組織に地域の小規模農家、兼業農家全てが集落営農組

織（○○営農組合）に参画することで組織を強化する。

・現状の課題（役員の高齢化、固定化による営農組合の後継者不足、

設立時の目的意識の希薄化、経営意欲の低下等）の改善をはかるた

め、法人化による経営意識の向上、地域の若者や女性の参画による

円滑な世代交代の仕組みづくりにより、組織を強化する。

・近隣の集落営農組織と連携により組織を強化する。

「地域資源の保全管理のための推進活動」や
「人・農地プラン」等を元に、担い手農家、農
地集積の現状および目標を記載してください。
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記入例）

＜地域に個別経営の担い手（中心経営体）が存在する場合＞

・担い手の効率的な営農のため、活動組織は農地の利用調整（集積・

集約）と施設（用排水路、道路）の保全管理に協力する。

＜地域に集落営農組織も担い手（中心経営体）も存在する場合＞

・集落営農組織と個別経営の担い手間の農地の利用調整（集積・集

約）や相互の作業受委託により効率的な営農の展開により地域の担

い手を強化する。

＜地域に集落営農組織も担い手（中心経営体）の確保が困難な場合＞

・集落外部の担い手（近隣の集落営農組合、個別経営の担い手、農業

サービス事業体（ＪＡなど）に水田基幹作業をまとめて委託し、日

常管理作業を委託集落側が行い、活動組織は、施設（用排水路、道

路）の保全管理に協力する。
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（2）農地の利用集積

記入例）

A．【既に人・農地プランを作成されている場合】

別添 平成○○年○○月作成の「人・農地プラン」のとおりと記載

し、「人・農地プラン」の写しを添付して下さい。

B．【人・農地プランを作成されていない場合】

地域で「人・農地プラン」を作成することで、地域の農地利用の

あり方や農地の利用集積方針を定める。

＜既存集落営農組織がある場合＞（いずれか選択）

・既存集落営農組織に地域の小規模農家、兼業農家全てが集落営農組

織（○○営農組合）に利用集積することで利用調整（集積・集約）

する。

・近隣の集落営農組織と連携により広域での利用調整（集積・集約）

をはかる。
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記入例）

＜地域に個別経営の担い手（中心経営体）が存在する場合＞

・個別経営の担い手へ農地の利用調整（集積・集約）をはかる。

＜地域に集落営農組織も担い手（中心経営体）も存在する場合＞

・集落営農組織と個別経営の担い手間の農地の利用調整（集積・集

約）をはかる。

＜地域に集落営農組織も担い手（中心経営体）の確保が困難な場合＞

・集落外部の担い手（近隣の集落営農組合、個別経営の担い手、農業

サービス事業体（ＪＡなど）へ農地の利用調整（集積・集約）をは

かる。
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•構想作成後５年程度を見通し、今後の課題、目指すべき姿、そのために取り組む活
動・方策を、下記の方策例 １ ～ ５ の５例と、各具体的な活動記入例を参考に、
地域の状況を勘案して作成して下さい。

5．適切な保全管理に向けて取り組む活動・方策

記入例）

【方策例１】

組織体制の強化や活動の拡大を図るための広域組織化やＮＰＯ法人化

A．農業生産体制の整備強化と併せて、組織体制の強化を図る方策

＜既存集落営農組織がある場合＞（いずれか選択）

・地域の小規模農家、兼業農家全てが集落営農組織（○○営農組合）に参画すること

で地域の（集落単位の）農業生産体制を整備強化し、集落営農組織との協力と役割

分担により、集落ぐるみの保全管理体制の強化を図る。

・近隣集落の集落営農組織と連携により地域の農業生産体制を整備強化し、集落営農

組織との協力と役割分担により、保全管理体制の強化を図る。

（近隣○○集落の○○営農組合との連携）。

・近隣集落の集落営農組織と連携により地域の農業生産体制を整備強化し、併せて活

動組織も近隣集落と連携（合併）することで集落営農組織との協力と役割分担によ

り、保全管理体制の強化を図る。

（近隣○○集落の○○営農組合と連携、○○活動組織と連携（合併））

・地域外（集落外）の農業生産法人や担い手（認定農業者）と連携により地域の農

業生産体制を整備強化し、集落営農組織、農業生産法人あるいは担い手との協力

と役割分担により保全管理体制の強化を図る。

（○○生産法人、担い手○○○○氏との連携）
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記入例）

＜地域に個別経営の担い手（中心経営体）が存在する場合＞

・担い手（中心経営体）との協力・役割分担により保全管理を図る。

（○○生産法人、担い手○○○○氏との連携）。

・担い手（中心経営体）に更なる農地集積・集約を進め地域の農業生産体制を整備強化し

、担い手との協力・役割分担により保全管理を図る。

（○○生産法人、担い手○○○○氏との連携）

＜地域に集落営農組織も担い手（中心経営体）も存在する場合＞

・農地中間管理事業を活用し、農地の集約を進め地域の農業生産体制を整備強化し、集落

営農組織、担い手との協力と役割分担により保全管理体制の強化を図る。

＜地域に集落営農組織も担い手（中心経営体）の確保が困難な場合＞

・集落外部の担い手（近隣の集落営農組合、個別経営の担い手、農業サービス事業体（Ｊ

Ａなど）へ農地の利用調整（集積・集約）をはかる。

＜集落営農組織も担い手（中心経営体）もない場合＞

・地域の小規模農家、兼業農家全てが参画する集落営農組織を設立し、地域の（集落単位

の）農業生産体制を整備強化し、集落営農組織との協力と役割分担により、集落ぐるみ

の保全管理体制の強化を図る。

・「人・農地プラン」を策定し、今後の地域の中心となる担い手（中心経営体）との協

力・役割分担により保全管理の強化を図る。

・地域外（集落外）の農業生産法人や担い手（認定農業者）へ農地集積を図り、地域外

の経営体との協力・役割分担により保全管理の強化を図る。

（○○生産法人、担い手○○○○氏との連携）
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記入例）

B．組織の広域組織化やＮＰＯ法人化により強化を図る方策

①近隣組集落と連携し織を広域化することで、保全管理体制の強化を

図る。

広域組織化の範囲

・隣接組織（隣接する２組織以上）

・水系単位

・土地改良区単位

・学区単位

・旧村単位

・市町単位

②活動組織のＮＰＯ法人化

・活動組織の広域化に伴い、ＮＰＯ法人化とすることで、保全管理

体制の強化を図る。

広域組織の範囲は実情に応じて
選択してください。
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記入例）

【方策例2】

農地や施設、地域環境を保全するための農地周辺部の活動拡大や遊休農地の有効

活用

A．農地周辺部の活動拡大

・農地周辺部の林地等の整備保全を別事業（○○○○事業）により実施し、地

域環境の保全に併せ獣害対策の一環とする事で、農用地及び施設の保全をは

かる。

B．農地周辺部の活動拡大

・遊休農地で○○を栽培することで活用し、農地や地域環境の保全をはかる。

・遊休農地で○○○を栽培することで活用し、農地や地域環境の保全をはか

り、併せて地域の特産品としての出荷により農業生産体制の強化を図る。

【方策例3】

地域を守る取組の魅力を情報発信する活動、活動への新たな参画者を募る活動

・活動組織ＨＰを活用し、取組内容の紹介や地域の魅力を発信し、外部の活動

参画者を募集することで、保全管理活動の継続や強化を図る。

・地域内の一般住民に対して、保全管理活動が地域を守る活動であることを広

報紙やＨＰ等で発信することで、これまで活動に参加されていない人々の参

加を促し、保全管理活動の継続や強化を図る。

組織の実情に応じて選択してください。
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記入例）

【方策例4】

地域の景観・環境の維持等、地域資源の魅力を高め、関心を高める活動

・地域の景観・環境を維持することで、地域の魅力として情報発信することで

地域外の人々や、の関心を高めこれまで活動に参加されていない人々の参加

を促し、保全管理活動の継続や強化を図る。

【方策例5】

保全管理省力化のための簡易な基盤整備や機械化、保全管理に必要な施設

・畦畔除去による区画拡大により、農用地の条件を向上することで担い手への

集積を進め、地域の農業生産体制を整備強化し、役割分担により、集落ぐる

みの保全管理体制の強化を図る。

組織の実情に応じて選択してください。



⑩平成２８年度の制度拡充により、従来からの活動を実
施したうえで、
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・農地維持支払交付金で資源向上活動（共同、長寿命化）に

取り組む

・資源向上支払（共同）交付金で資源向上活動（長寿命化）

に取り組むことが原則可能になりました。

ただし、市町によって対応が異なりますので、詳細は町に

ご相談ください。

なお、上記により活動の追加をする場合、町への事業計画

変更の認定申請が必要です。

⑪鳥獣害防護柵を新設される場合や農地で景観形成作物

の植栽をする場合は、他の交付金と重複しないようにし

てください。



⑫共同活動作業中の事故防止

他府県に於いてですが、『農道の砂利補充作業の際
に、ダンプと重機の間に挟まれ活動組織の方が亡く
なった。』、『共同活動の草刈り作業中に、水路を飛
び越えようとしたところ、転倒し足を骨折、２、３ヶ
月の重傷を負われた。』という報告がありました。他
人事ではありません。

◆作業前、作業中の事故防止の徹底

◆作業分担の配慮（適材適所への配置）

◆作業機械の正しい使い方

◆事故の際の連絡方法の確認 等々
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⑬遊休農地発生防止

『農村まるごと』では、『遊休農地発生防止のための
保全管理』を必須の活動項目と位置付けています。
『保全管理』とは、定期的な草刈りはもちろんのこと、
“耕作可能な状態”を維持いただくことです。

万が一、遊休農地と確認されれば交付金の返還にな
る場合がありますので、ご注意ください。
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①農地維持支払と資源向上支払（共同）の活動計画に基
づき、年間の活動予算を配分して下さい。

②交付金は、その年度の4月1日から3月31日までの活
動費としてお使いいただけます。

③交付金は、1回目に全体の7割（おおむね8月頃）、2
回目に残りの3割（おおむね2月頃）が交付されます。

④1回目の交付金が振り込まれる以前の支払いは、立替
払い、もしくは借入金からの支払いでお願いします。

ただし、借入金に対する利子を交付金から支出するこ
とはできません。立替払いをされた場合は立替払返金領
収書を作成し、備考欄に立替者の氏名を記載してくださ
い。

B．交付金について

（１）交付金
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⑤交付金の繰り越しはできませんので、全て年度内（3
月31日まで）に支出してください。

⑥使い切れない場合は、10万円以上で1万円単位で返
還できます。2回目の交付時に調整しますので、11月
末までに市町へ報告ください。報告後の変更はできませ
ん。

⑦総額で10万円以上の見込みの工事代金や商品購入の
際には見積もりを3者以上とり、価格が一番安いところ
に発注してください。
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⑧日当や役員報酬は課税の対象となります。

農業収入の有無、給与所得額により申告の方法（有無）
が異なりますので、市町の税務担当部署や税務署、税理
士に相談の上対応をお願いします。

⑨終日にわたって作業される場合は、活動効率を考慮し
活動場所を離れることがなくてもいいようにするため、
弁当を提供することができます。このため、弁当の代わ
りに外食することや、半日の作業で弁当を提供すること
はできません。

弁当は１食あたり１，０００円（社会通念上の上限
額）以内としてください。
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⑩交付金の原資は税金です。ルールを守って支出してください。
使ってはいけない活動や支払いの例を挙げます。

・活動計画書の『保全管理する区域内の農用地、施設』に記した区域以外での

活動

◆集落内の道路側溝の泥上げ

◆神社や公園の掃除

◆国道・県道・市道や１級河川など行政が管理する施設での活動

・交付金の趣旨に合わない活動

◆宗教（お寺など）に関する活動

◆公民館の維持管理費や補修費など

・児童に対して現金の支給（日当の支払）

◆児童に対して労働に対する日当（現金）を払うことは不適切なため、図書

カードや文房具・観察会の際の道具などの「記念品」としてください。

◆子ども会等の団体に対して、児童分の日当(現金)を支払うこともできません。
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・他事業の地元負担金への充当

県・市町や土地改良区等が実施する他の補助事業の地元負担相

当額に、交付金を充てることは補助金の二重補助なるためでき

ません。

・総会や会議での弁当や菓子の購入

・明確な根拠なく他団体と共同で費用負担

◆例えば、自治会などと共同で使用しているコピー機のリース

料の全額負担や根拠のない按分（折半など）は認められません

ので、コピー使用枚数等を記録し、使用量に応じた支出にして

ください。

・アルコール類、つまみ など・・・
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⑪通帳と銀行印は別の人が管理し適正な支出を心がけ、

代表者等は定期的に金銭出納簿と通帳残高の確認を行

ってください。

⑫現金は、必要の都度口座から引き出すようにし、不必

要な現金は保管しないでください。

44



（２）レシート（領収書）
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①活動での支払いを確認するためにレシート（領収書）が必要です。

・実施状況確認時や国県等の検査時は、レシート（領収書）で、支 払金額、

支払日、品名、単価、数量を確認します。

・レシートおよび領収書のどちらでも整理は可能ですが、レシートを領収書と

販売店で引き換えると、明細等を販売店で記入してもらう必要がありますので、

レシートでの整理をおすすめします。

②レシート（領収書）の宛名は正式な活動組織名でもらってください。

◆自治会名や○○子ども会といった宛名にならないように、実際に購入に行

く人にも徹底して伝えてください。ゴム印等でも構いません。

③レシート（領収書）と金銭出納簿の整理は、レシート（領収書）の日付順で

整理してください。レシート（領収書）には、番号を記入してください。

◆立替払いをされた場合は、立替払返金領収書の日付で整理してください。

◆振り込みの場合は、通帳に記載している振り込み日で整理してください。



④レシート（領収書）の整理・保管について

・レシート（領収書）は台紙に貼って整理してください。

・コピーが容易にできるよう、レシート（領収書）同士が重ならな

いように貼ってください。

・感熱タイプのレシートは時間が経過すると見えにくくなり、レ

シートの役割を果たさなくなるため、コピーをとって原本ととも

に保管してください。

⑤ポイントカード等の使用について

・物品の購入時に個人のポイントカードやクレジットカードを使用

し、ポイントを付けることは交付金で個人が利得を得ることにな

るため、個人のポイントが付くカードは使用しないでください。

⑥資金の借り入れおよび立替払いを行った場合は、返金にかかる領収

書が必要になります。
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①日当支払対象および整理

・日当の支払対象者は構成員（参加同意書に記載されている
方々）のみです。
・日当整理帳で、出役者毎に「作業時間×時間あたり単価」で整
理し、支払ってください。
・活動記録や金銭出納簿との整合を図ってください。

②日当整理帳には、日当の受領者の署名または押印が必要です。
また、領収日も記入してください。

③日当は、個人に支払う必要があります。ただし、日当を各種団
体の代表者が、総会などの席での了承の元、代わりにまとめて受
け取ることができます。この場合は、代表者が団体構成員に分配
してください。

なお、活動組織の役員報酬については、役員本人に支払ってく
ださい。自治会等各種団体の役員と兼ねている場合であっても、
その団体が代わりに受け取ることはできません。

（３）日当の支払い
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各種団体用（平成31年度以降）

領収日の記入
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宛名（組織の代表）を記入

日当を団体の長が代表して受領す
る場合でも、受領の証しとして出役さ
れた構成員全員から、「領収印また
は署名」を必ずもらってください。

領収印または署名

ま
る

ま
る

ま
る

ま
る



④日当単価と役員報酬額

・日当の単価や役員報酬額は、総会で説明し構成員の了承を得

て、その記録を書面で残してください。

・交付金の残額調整を役員報酬で行うことはできません。

⑤事務作業に対する対価の支払い

・事務作業に対する対価を日当で支払う場合は、日当整理帳で

整理してください。

・事務作業に対する対価を一定金額（年額等）に設定される場

合は、日当と同じように総会で説明し構成員の了承を得て、

その記録を書面で残してください。
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①「活動実施日」や「領収書の番号」を忘れずに記入してください。

②活動実施日等は、「活動記録」と必ずあわせて下さい。

（国の検査ではつき合わして確認されます。）

③外注された場合は、領収書と整合させやすいよう備考欄に委託先

を記入して下さい。

また、備品購入の場合は、備考欄に保管場所を記入してください。

④内容の欄は、購入品名や共同活動の内容を記入して下さい。

（他の団体等の活動や営農活動として誤解されないようにして下さ

い。）

（４）金銭出納簿の書き方
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①保険料は、交付金から支出できます。ぜひ、加入してください。

②保険加入の際の条件の確認

◆作業に対する日当が出るか。

◆作業で機械（草刈り機を含む）を使用するか。

◆高齢者の方が参加するか。

・・・・・・等の条件がある場合でも、加入しようとする保険
で補償されるかを保険会社の方に確認してください。

③活動中に自転車で人に怪我をさせたり物を壊したりした場合、

個人が加入されている保険が使えないことがありますので、保

険内容を確認の上必要に応じ、組織として自転車事故も対象と

なる保険に加入してください。

（５）傷害保険（賠償保険）、自転車保険への加入
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④１年契約等で契約される場合、契約期間は年度内（4/1～
3/31）としてください。

・保険によっては、返金（還付）があったり、追徴金が必要で
あったりする場合もありますので、保険金の精算についても年
度内（３月中）に対応をお願いします。

・上記の対応が望ましいですが、難しい場合は、下記のとおり日
割りで交付金を按分する方法もあります。
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・証拠書類は「交付を受けた年度の翌年度から起算して

５年間」保管してください。

例）H24年度の証拠書類 → H25.4.1～H30.3.31の

５年間保管（交付に関する申請・承認書類、実施状

況報告書、経理書類等）

・備品（消耗品でないもの）を所有されている場合は、

備品台帳（財産管理台帳）を整備してください。活動

開始年度から連続して、一つの台帳に記入してくださ

い。

・目的外使用に該当するため、備品等を他団体に貸出す

ることはできませんのでご注意ください。

（有償無償問わず）

C．証拠書類や備品の適正な保管について
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①共同活動でありながら、交付金のほとんどを委託工事

に使用しないようにしてください。

→本対策の基本は、みなさんで行う共同活動のための

交付金です。事業の趣旨をご理解ください。

②パソコンのリース料対応

→リースの場合と購入した場合で比較し、より安価な

方で契約または購入してください。

③自治会館などの使用料の支払い

→使用料は、毎月の支払や年度末にまとめて支払う場

合がありますが、いずれも活動実績（使用日や使用

時間）に応じた支払いとしてください。

D．参考情報 ～場合によっては交付金返還の対象となりますのでご注意をお願いします。～
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ご静聴ありがとうございました

今後とも『農村まるごと』をよろしくお願いします。


